
◆
産
業
振
興
課

　

産
業
全
体
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の

企
画
や
調
整
を
行
う
ほ
か
、
企
業
誘

致
や
工
業
施
策
に
も
積
極
的
に
取
り

組
み
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
指

し
ま
す
。

◆
商
業
観
光
課

　

商
店
街
の
に
ぎ
わ
い
を
創
出
し
、

所
沢
固
有
の
観
光
資
源
（
プ
ロ
ス
ポ

ー
ツ
等
）
を
積
極
的
に
活
用
し
、
所

沢
の
知
名
度
ア
ッ
プ
を
目
指
し
ま
す
。

◆
農
業
振
興
課

　

地
産
地
消
の
推
進
や
農
業
の
担
い

手
の
確
保
に
努
め
、
地
場
産
業
の
強

化
を
図
り
ま
す
。

４
月
か
ら 

市
役
所
の
組
織
が

変
わ
り
ま
す

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
登

録
し
て
い
る
方
に
、
そ
の
年
度
分
が
全

額
課
税
さ
れ
ま
す
。
次
の
①
〜
⑤
に
該

当
す
る
場
合
は
、
３
月
30
日
㈮
ま
で
に

廃
車
・
名
義
変
更
・
住
所
変
更
等
の
申

告
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
廃
棄
処
分
を
し
た
場
合

②
盗
難
に
あ
っ
た
場
合
（
警
察
へ
の
届

出
と
は
別
に
廃
車
の
申
告
手
続
き
が

必
要
で
す
）

③
譲
渡
し
た
場
合

④
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

⑤
市
外
へ
転
出
す
る
場
合

◎
い
ず
れ
の
場
合
も
第
三
者
に
手
続
き

を
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
手
続
き
完
了

の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

▼
年
度
途
中
で
廃
車
に

し
て
も
月
割
り
に
よ

る
返
還
等
は
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
廃
車
・
盗
難
・
譲
渡

等
が
生
じ
た
場
合
、

申
告
手
続
き
を
行
わ

な
い
と
軽
自
動
車
税

は
毎
年
登
録
名
義
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９

８
_
９
０
６
４
5
２

９
９
８
_
９
４
０
９

　

多
様
化
・
複
雑
化
す
る
行
政
課
題
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
、
効
率
的
・
効
果
的
な
行
政
運
営

を
行
う
た
め
に
、
４
月
１
日
か
ら
市
役
所
の
組
織
改
正
を
行
い
ま
す
。

　

新
設
さ
れ
る
部
・
課
や
変
更
さ
れ
る
課
名
な
ど
、
組
織
改
正
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

問
政
策
企
画
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
２
７
5
２
９
９
４
_
０
７
０
６

選
ば
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
て

手続き方法　必要書類等を持参のうえ、市役所１階国保年
金課またはまちづくりセンター（並木を除く）へ直接
◎加入手続きは、２週間前から行うことができます。なお、
国民年金の手続きは、あらかじめできないもの（免除申請
など）もありますので、事前にお問い合わせください。
問国保年金課▶☎２９９８-９１３１（国民健康保険担当）▶☎２９９８-
９０９５（国民年金担当）5２９９８-９０６１（共通）

新　名　称 旧　名　称
部 課 部 課

市　民　部

コミュニティ推進課

市民経済部

コミュニティ推進課
まちづくりセンター まちづくりセンター
市民相談課 市民相談課
市民課 市民課
国保年金課 国保年金課
交通安全課 交通安全課

産業経済部
産業振興課

商工労政課
商業観光課
農業振興課 農政課

▲所沢産農産物消費拡大
オリジナルシール

▲埼玉ブロンコス・チ
ームキャラクターキズ
ナくん

〜
魅
力
あ
る
資
源
を
活
用
す
る
た
め
に
〜

産
業
経
済
部
を
新
設
し
ま
す

車　　種 取扱窓口 手続きに必要なもの

◆原動機付自転車
　（125㏄以下）
◆小型特殊自動車

市役所２階市民税課
☎２９９８-９０６４

▶所沢市のナンバー
プレート
▶印鑑
▶標識交付証明書
▶譲渡証明書（名義
変更の場合）

◆軽二輪（125㏄超
　～250㏄以下）
◆二輪の小型自動車
　（250㏄超）

埼玉運輸支局所沢自
動車検査登録事務所
☎０５０-５５４０-
２０２９

取扱窓口へお問い合
わせください

◆軽四輪等

軽自動車検査協会埼
玉事務所所沢支所
☎０４９-２５８-８
０１１

軽
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
（
バ
イ
ク
）
等
の

申
告
手
続
き
は
お
早
め
に

就職や退職にともなう手続きをお忘れなく

国民健康保険・国民年金

退職した方やその被扶養者 就職した方やその被扶養者

国
民
健
康
保
険

　勤務先の健康保険を任意継続する方
や、引き続き他の健康保険に加入する方
を除き、国民健康保険への加入手続きが
必要です。また、扶養家族からはずれる
方も加入手続きが必要です。
◎任意継続をしている健康保険が切れる
方も国民健康保険への加入手続きが必要
です。
手続きに必要なもの　▶健康保険資格喪
失証明書や退職日のわかる証明書（退
職証明書や離職票）▶本人確認書類
（運転免許証、パスポート等）▶印鑑
▶年金を受給している60歳から64歳ま
での方は年金証書

　勤務先の健康保険に加
入した場合は国民健康保
険を抜ける手続きが必要
です。また健康保険の被
扶養者になった場合も同
様の手続きが必要です。
手続きに必要なもの　
▶新しく加入した健康保
険被保険者証

▶国民健康保険被保険者
証
▶印鑑

国
民
年
金

　60歳未満で会社等を退職し、厚生年
金・共済年金の資格を失った方、またそ
の配偶者で扶養に入っている方（第３号
被保険者）は、ご自身で国民年金保険料
を納める第１号被保険者に切り替えの手
続きが必要です。
手続きに必要なもの　▶退職日のわかる証
明書（退職証明書や離職票）▶年金手帳
◎厚生年金・共済年金に加入している配
偶者の扶養に入る方は配偶者の勤務先で
手続きをしてください。

　厚生年金、共済年金に
加入した方は、国民年金
保険料を納める必要がな
くなります。
◎国民年金を抜ける手続
きは必要ありません。

　

本
市
の
魅
力
を
全
国
に
発
信
し
、
よ
り
多
く
の
方
に

「
選
ば
れ
る
ま
ち
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
平
成

23
年
３
月
に
策
定
し
た
「
第
５
次
所
沢
市
総
合
計
画
・

前
期
基
本
計
画
」
に
お
い
て
総
合
的
に
取
り
組
む
重

点
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
所
沢
ブ
ラ
ン
ド
の
創
造
と
地
域
経
済
の
活
性
化
」

の
実
現
に
向
け
、
市
民
経
済
部
か
ら
経
済
部
門
を
独
立
さ
せ
ま
す
。
新
設

す
る
産
業
経
済
部
は
、
産
業
振
興
課
・
商
業
観
光
課
・
農
業
振
興
課
で
構

成
さ
れ
、
商
業
・
工
業
・
観
光
・
農
業
等
の
産
業
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

◆
部
・
課
の
新
旧
対
照
表
（
変
更
箇
所

）
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